
議案第７号  

 

阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会条  

例制定について  

 

阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会条例を別紙の

とおり制定するものとする。  

 

 

　　令和８年３月３日提出  

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南市長　上　甲　　　誠  

 

 

提案理由  

阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業の事業候補者を公平かつ適

正に選定するための附属機関の設置に伴う措置
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阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会条 

例 

 

（設置） 

第１条　阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業の実施にあたり、事

業候補者（以下「候補者」という。）の評価の客観性を向上し、阪南市

特産品開発及び生産力強化支援事業の実効性を高めるため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、

阪南市特産品開発及び生産力強化支援事業者選定委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条　委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事務を所掌する。 

(1)　候補者の選定に関し必要な事項を審査し、又は審議すること。 

(2)　前号に掲げるもののほか、候補者の選定について、市長が必要と

認める事項 

（組織） 

第３条　委員会は、委員６人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市

長が委嘱し、又は任命する。 

(1)　資金調達に関する識見を有する者 

(2)　産業振興に関する識見を有する者 

(3)　市職員 

(4)　前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条　委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２　委員長は、委員の互選によって定める。 
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３　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４　副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

５　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条　委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、

委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。 

２　委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を

開くことができない。 

３　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（会議の招集の特例） 

第７条　委員長は、緊急の必要があり委員会を招集する時間的余裕がな

い場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した

書面を各委員に送付し、その意見を聴き、又は可否を問い、会議に代

えることができる。 

２　前条の規定は、前項の場合について準用する。 

（会議の非公開） 

第８条　委員会の会議は非公開とする。ただし、委員会が特に必要と認

めるときは、この限りでない。 

（意見の徴収等） 

第９条　委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（選定結果の公表） 

第１０条　委員会は、第８条の規定にかかわらず、選定結果を速やかに

公表するものとする。 

（守秘義務） 

第１１条　委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。そ
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の職を退いた後も、また、同様とする。ただし、市又は委員会が公表

した情報については、この限りではない。 

（中立の保持） 

第１２条　委員は、公正かつ公平に審査又は審議を行わなければならな

い。 

２　委員は、選定に関して利害関係を有する場合は、その議事に加わる

ことができない。 

（庶務） 

第１３条　委員会の庶務は、未来創生部企画課において処理する。 

（委任） 

第１４条　この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な

事項は、規則で別に定める。 

 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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